
 

 

令和６年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（抜粋） 

（令和５年１２月２１日 文部科学事務次官決定） 

 

５．調査結果の取扱い 

 （前略）また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条第１

７号の規定により、調査の実施、調査結果の活用及び公表等を含め、調査は教育委員会の職務権限であ

る。そのため、教育委員会は、調査結果の活用及び公表等の取扱いについて、主体性と責任を持って当

たることとする。 
 

（４）調査結果の活用 

ア 各教育委員会、学校等及び文部科学省においては、調査の目的を達成するため、以下のような調

査結果を活用した取組に努めることとする。 

（ア）各教育委員会及び学校等においては、多面的な分析を行い、自らの教育及び教育施策の成果と

課題を把握・検証し、保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を図りながら、教育及

び教育施策の改善に取り組むこと。  

（イ）各学校においては、調査結果を踏まえ、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとと

もに、自らの学習指導等の改善に向けて取り組むこと。 

（ウ）各教育委員会においては、調査結果を踏まえ、それぞれの役割と責任に応じて、学校における

取組等に対して必要な支援等を行うなど、域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進める

こと。 

（エ）文部科学省は、児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握・分析することにより、教育及び

教育施策の成果と課題を検証し、その改善に取り組むこととする。また、各教育委員会及び学校

等における取組に対して必要な支援等を行うなど、教育及び教育施策の改善に向けた全国的な取

組を進めることとする。 

イ 各教育委員会、学校等及び文部科学省においては、調査結果についてより一層多面的な分析や研

究が行われるよう、調査結果を活用した以下のような取組を進めることができる。 

（ア）文部科学省は、本実施要領及び別に定めるガイドラインに基づき、集計結果データ（児童生徒

の解答用紙番号ごとに、各教科の解答状況及び児童生徒質問調査の回答状況等を一覧にしたもの

並びに学校コードごとに、各教科の平均正答数等、児童生徒質問調査の回答割合及び学校質問調

査の回答状況等を一覧にしたもの）を大学等の研究機関の研究者又は国の行政機関等の職員に貸

与し、学術研究の振興、高等教育の振興又は施策の推進のために活用することとする。 

（イ）各学校においては、各学校の設置管理者の判断の上、以下のいずれかの方法により、小学校調

査の結果等について学校間での情報共有を図り、成果と課題を継続的に把握・検証し、教育の改

善・充実に取り組むことができる。 

① 児童の保護者の同意を得るなど、法令に基づき必要な措置を講じた上で、児童が進学する学

校に小学校調査の結果を送付すること 

② その他各学校の設置管理者の判断による適切な方法 

 

（５）調査結果の取扱いに関する配慮事項 

調査結果については、調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各児童生徒の

全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し、適切に取り扱うものとする。 

調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすこ

とが重要である。一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教

育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど

教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。 

このことを踏まえ、具体的な公表の手続等は、以下のとおりとする。 

ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表 

（ア）都道府県教育委員会においては、調査の実施主体が国であることや、市町村が基本的な参加主

体であることなどに鑑みて、以下のとおり取り扱うこと。 

（参考資料） 



 

 

① 自らが設置管理する学校の状況については、それぞれの判断において、（エ）に基づき公表

することは可能であること。 

② 域内の市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況及び各学校の状況については、市町

村教育委員会の同意を得た場合は、（エ）に基づき、当該市町村名又は当該市町村教育委員会

が設置管理する学校名を明らかにした公表（市町村名又は学校名を特定することが可能な方法

による公表を含む。以下同じ。）を行うことは可能であること。 

なお、個々の市町村名又は学校名が明らかとならない方法（例えば、教育事務所単位の状況

の公表等）で、（エ）に基づき公表することは、都道府県教育委員会の判断において可能であ

ること。 

③ ①又は②に基づき個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行うことについては、その

教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。 

④ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も、自らが個々の学校名

を明らかにした公表を行う場合に準じて取り扱うこと。 

（イ）市町村教育委員会においては、以下のとおり取り扱うこと。 

① 当該市町村教育委員会が設置管理する学校全体の結果について、それぞれの判断において、

（エ）に基づき公表することは可能であること。 

② 自らが設置管理する学校の状況について、それぞれの判断において、（エ）に基づき公表す

ることは可能であること。この場合、個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては、

その教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。 

③ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も、自らが個々の学校名

を明らかにした公表を行う場合に準じて取り扱うこと。 

（ウ）学校においては、自校の結果について、それぞれの判断において、（エ）に基づき公表するこ

とは可能であること。 

（エ）調査結果の公表に当たっては、以下の①から⑥までにより行うこと。 

① 公表する内容や方法等については、教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう

判断すること。 

② 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては、単に平均正答数や平均正答率などの

数値のみの公表は行わず、調査結果について分析を行い、その分析結果を併せて公表すること。

さらに、調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策も速やかに示すこと。 

③ （ア）①又は（イ）②に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした公表を行う場合、

又は（ア）②において市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は、当該

学校と公表する内容や方法等について事前に十分相談するとともに、公表を行う教育委員会

は、当該調査結果を踏まえて自らが実施する改善方策を調査結果の公表の際に併せて示すこ

と。 

また、教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場

合は、教育委員会は自らが実施する改善方策を速やかに示すとともに、公表する内容等につい

て学校に指示する場合は、教育委員会は当該学校とそれらについて事前に十分相談すること。 

なお、平均正答数や平均正答率等の数値について、一覧での公表やそれらの数値により順位

を付した公表等は行わないこと。 

④ 調査の目的や、調査結果は学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面

であることなどを明示すること。 

⑤ 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど、児童生徒の個人情報

の保護を図ること。 

⑥ 学校や地域の実情に応じて、個別の学校や地域の結果を公表しないなど、必要な配慮を行う

こと。 

（オ）教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては、もとよりそれぞれの教育委

員会の判断に委ねられること。 

イ 文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱い 

（ア）文部科学省は、調査結果のうち、自らが公表する内容を除くものについて、これが一般に公開



 

 

されることになると、序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力

及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり、全国的な状

況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため、行

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５条第６号の規定を根

拠として、同法における不開示情報として取り扱うこととする。 

（イ）教育委員会等は、文部科学省から提供を受けた調査結果のうち公表する内容を除くものについ

て、（ア）を参考に、それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠

として、情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう、本実施要領の趣旨、

特にア（エ）を十分踏まえ、適切に対応する必要がある。 

 

７．留意事項 

（１）各教育委員会及び学校等における調査の実施及び調査結果の活用等 

ア 調査の目的に鑑み、各教育委員会及び学校等においては、調査結果を直接又は間接に入学者選抜

に関して用いることはできないこととする。 

イ 各教育委員会及び学校等においては、調査を実施するとともに、調査結果等を活用するに当たり、

以下の体制を整備することとする。 

（ア）各教育委員会等においては、調査責任者及び担当者等を指名するとともに、所管の学校からの

相談に対応するなど、適切に実施体制を整備すること。 

（イ）各学校においては、調査責任者及び担当者を指名し、適切に実施体制を整備すること。 

（ウ）教育委員会及び学校等においては、調査の実施に当たって、調査の目的や内容、調査結果の取

扱い等を児童生徒及び保護者等の関係者に周知すること。 

（エ）各教育委員会及び学校等において、調査問題等の調査に関して知り得た秘密については、その

保持を徹底すること。 

（オ）各教育委員会及び学校等においては、提供された調査結果等について、本実施要領に基づいて

適切に利用するとともに、管理を徹底するために、必要な措置を講ずること。 

（カ）各教育委員会及び学校等は、調査の目的の達成に資するよう、調査結果等の活用を図るため、

調査結果等の提供を受けることを希望する関係機関等において、本実施要領の趣旨が遵守される

ことが確認できた場合に限り、当該機関等に対して調査結果等を提供することは可能であるこ

と。 

（キ）各教育委員会及び学校等においては、調査結果の分析やこれを活用して教育及び教育施策の改

善等に向けた取組等を進めるための体制を整備すること。 

 

 


